
議案第 １ 号 

 

 

   沖縄県教育委員会の所管する職員の勤務時間及び勤務時間の割り振り等に関

する規則の一部を改正する規則について 

 

 

 以下の理由により、沖縄県教育委員会の所管する職員の勤務時間及び勤務時間の割り振

り等に関する規則の一部を改正する規則案を別紙のとおり提出する。 

 

 

  令和５年11月16日提出 

 

沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満  

 

理 由 

地方公務員法（昭和25年法律第261号）が令和３年６月に一部改正され、定年前再任

用短時間勤務制度が導入されたことに伴い、当該規則の規定を整備する必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 



沖縄県教育委員会規則第 号 

沖縄県教育委員会の所管する職員の勤務時間及び勤務時間の割り振り等に関する規則の一部を改正

する規則 

 沖縄県教育委員会の所管する職員の勤務時間及び勤務時間の割り振り等に関する規則（昭和47年沖縄県教

育委員会規則第22号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の４第１項若しくは第28条の５第１項又は同

法第28条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第28条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」を「条例第２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務

職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 第３条第４項、第４条第４項及び第５条第８項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 



改正案の概要の説明 

部課名 教育庁総務課 

 

１ 件名 

沖縄県教育委員会の所管する職員の勤務時間及び勤務時間の割り振り等に関する規則

の一部を改正する規則 

 

２ 改正の経緯及び必要性 

 地方公務員法（昭和25年法律第261号）が令和３年６月に一部改正され、定年前再任

用短時間勤務制度が導入されたことに伴って、当該規則の規定を整備する必要がある。 

 

３ 改正案の概要 

(1) 第２条第３項中「第28条の４第１項若しくは第28条の５第１項又は同法第28条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第28条の５第１項に規定す

る短時間勤務の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」を「条例第２条第３

項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。 

(2) 第３条第４項、第４条第４項及び第５条第８項に規定する「再任用短時間勤務職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

(3) この規則は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。（附則第１

項） 

 

４ 根拠法令 

(1)  地方公務員法（昭和25年法律第261号） 

(2)  沖縄県職員の定年等に関する条例（昭和59年条例第２号） 

(3)  沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例（昭和47年沖縄県条例第43

号） 

 

５ 添付資料 

⑴ 新旧対照表 

⑵ 根拠法令等の参照条文 
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参 照 条 文
○ 地 方 公 務 員 法 昭 和 二 十 五 年 十 二 月 十 三 日 法

律 第 二 百 六 十 一 号  

 

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 任 用  

第 二 十 二 条 の 四  任 命 権 者 は 当 該 任 命 権 者 の 属 す

る 地 方 公 共 団 体 の 条 例 年 齢 以 上 退 職 者 条 例 で 定 め

る 年 齢 に 達 し た 日 以 後 に 退 職 臨 時 的 に 任 用 さ れ る

職 員 そ の 他 の 法 律 に よ り 任 期 を 定 め て 任 用 さ れ る 職

員 及 び 非 常 勤 職 員 が 退 職 す る 場 合 を 除 く を し た

者 を い う 以 下 同 じ を 条 例 で 定 め る と こ ろ に

よ り 従 前 の 勤 務 実 績 そ の 他 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 情 報 に 基 づ く 選 考 に よ り 短 時 間 勤 務 の 職 当

該 職 を 占 め る 職 員 の 一 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間

が 常 時 勤 務 を 要 す る 職 で そ の 職 務 が 当 該 短 時 間 勤

務 の 職 と 同 種 の 職 を 占 め る 職 員 の 一 週 間 当 た り の 通

常 の 勤 務 時 間 に 比 し 短 い 時 間 で あ る 職 を い う 以 下

同 じ に 採 用 す る こ と が で き る た だ し 条 例 年

齢 以 上 退 職 者 が そ の 者 を 採 用 し よ う と す る 短 時 間 勤

務 の 職 に 係 る 定 年 退 職 日 相 当 日 短 時 間 勤 務 の 職 を

占 め る 職 員 が 常 時 勤 務 を 要 す る 職 で そ の 職 務 が 当

該 短 時 間 勤 務 の 職 と 同 種 の 職 を 占 め て い る も の と し

た 場 合 に お け る 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 定

年 退 職 日 を い う 第 三 項 及 び 第 四 項 に お い て 同

じ を 経 過 し た 者 で あ る と き は こ の 限 り で な

い  

２ 省 略  

３  第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 以 下 こ の

条 及 び 第 二 十 九 条 第 三 項 に お い て 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 と い う の 任 期 は 採 用 の 日 か ら

定 年 退 職 日 相 当 日 ま で と す る  

４ 省 略  

５ 省 略  

６ 省 略  

 

○ 沖 縄 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 昭 和 五 十

九 年 条 例 第 二 号  

 

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 任 用  

第 十 三 条  任 命 権 者 は 年 齢 六 十 年 に 達 し た 日 以 後

に 退 職 臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員 そ の 他 の 法 律 に よ

り 任 期 を 定 め て 任 用 さ れ る 職 員 及 び 非 常 勤 職 員 が 退

職 す る 場 合 を 除 く を し た 者 以 下 こ の 条 に お い

て 年 齢 六 十 年 以 上 退 職 者 と い う を 従 前 の

勤 務 実 績 そ の 他 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 情 報 に 基

づ く 選 考 に よ り 短 時 間 勤 務 の 職 当 該 職 を 占 め る

職 員 の 一 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間 が 常 時 勤 務

を 要 す る 職 で そ の 職 務 が 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 と 同 種

の 職 を 占 め る 職 員 の 一 週 間 当 た り の 通 常 の 勤 務 時 間

に 比 し 短 い 時 間 で あ る 職 を い う 以 下 こ の 条 に お い

て 同 じ に 採 用 す る こ と が で き る た だ し 年 齢

六 十 年 以 上 退 職 者 が そ の 者 を 採 用 し よ う と す る 短 時

間 勤 務 の 職 に 係 る 定 年 退 職 日 相 当 日 短 時 間 勤 務 の

職 を 占 め る 職 員 が 常 時 勤 務 を 要 す る 職 で そ の 職 務

が 当 該 短 時 間 勤 務 の 職 と 同 種 の 職 を 占 め て い る も の

と し た 場 合 に お け る 定 年 退 職 日 を い う を 経 過 し

た 者 で あ る と き は こ の 限 り で な い  

 

○ 沖 縄 県 職 員 の 勤 務 時 間 休 日 及 び 休 暇 等 に 関

す る 条 例 昭 和 四 十 七 年 条 例 第 四 十 三 号  

 
１ 週 間 の 勤 務 時 間  

第 ２ 条  省 略  

２ 省 略  

３  地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ

り 採 用 さ れ た 職 員 以 下 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務

職 員 と い う の 勤 務 時 間 は 第 一 項 の 規 定 に か

か わ ら ず 休 憩 時 間 を 除 き 四 週 間 を 超 え な い 期 間

に つ き 一 週 間 当 た り 十 五 時 間 三 十 分 か ら 三 十 一 時 間

ま で の 範 囲 内 で 任 命 権 者 が 定 め る  

４ 省 略  

５ 省 略  

 


